
 

〇社会福祉法人大分市社会福祉協議会会長及び常務理事の報酬等に関する規程 

 
（趣旨） 

第１条 この規程は、社会福祉法人大分市社会福祉協議会（以下「本会」という。）の定款

第２５条の規定に基づき、本会役員のうち、会長及び常務理事に対して支給する報酬等

の総額の範囲及び支給の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第２条 この規程における会長及び常務理事とは、定款第１８条第２項に定める会長及び

常務理事をいう。 

 

 （報酬等の総額の範囲及び支給の基準） 

第３条 会長及び常務理事に対して支給する報酬等の総額の範囲及び支給の基準は、この

条及び別表に定めるとおりとする。 

２ 会長及び常務理事には、報酬及び通勤手当を支給する。 

３ 会長及び常務理事の通勤手当の額は、本会職員の例により算定して得た額とする。 

 

 （支給等） 

第４条 報酬等の支給に関する取扱い事項については、本会職員の例によるものとする。 

 

 （その他） 

第５条 この規程の施行についての必要事項は、会長が別に定める。 

 

 

附 則 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 社会福祉法人大分市社会福祉協議会会長の報酬に関する規程（平成１９年８月１日施

行）及び社会福祉法人大分市社会福祉協議会常勤役員の報酬に関する規程（平成３年１

１月１日施行）は、廃止する。 

３ この規程による報酬等は、この規程の施行の日以後の勤務に係る報酬等について適用

し、同日前の勤務に係る報酬等については、なお従前の例による。 
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別 表 

 

 

 

 

 

 

 
総額の範囲（年度） 

支給の基準 

月額 手当 

会  長 ３，４８０，０００円にそ

の年度における通勤手当

の額を加えた額以内 

２９０，０００円 通勤手当 

常務理事 ３，３６０，０００円にそ

の年度における通勤手当

の額を加えた額以内 

２８０，０００円 
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○社会福祉法人大分市社会福祉協議会評議員、役員等の報酬に関する規程 

 
 （趣旨） 

第１条 この規程は、社会福祉法人大分市社会福祉協議会定款（以下、「定款」という。）第２章に規定

する評議員、第４章に規定する理事（定款第１８条第２項に規定する会長及び常務理事を除く。）、監

事、第５章に規定する顧問及び第８章に規定する各種委員会の委員（以下「役員等」という。）の報酬

について定めるものとする。 

 

 （報酬） 

第２条 報酬の額は、別表のとおりとする。 

２ 報酬は、行政職員又は社会福祉法人大分市社会福祉協議会の職員である役員等には、支給しない。 

 

   附 則 

 １ この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 ２ この規程の施行に併せ、「社会福祉法人大分市社会福祉協議会役員の費用弁償に関する規程（昭和

４７年４月１日施行）」は、廃止する。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 別表 

区   分 報  酬  額 年間支給総額 

評  議  員 

理     事 

監     事 

顧     問 

各種委員会委員 

会議出席１日につき ４，５００円 

会議出席１日につき ４，５００円 

会議出席１日につき ４，５００円 

会議出席１日につき ４，５００円 

会議出席１日につき ３，５００円 

３６，０００円以内 

３６，０００円以内 

４０，５００円以内 

３６，０００円以内 
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